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教 育 委 員 会 会 議 録

令和７年４月

教育長 教育次長 学校教育課長 社会教育課長 会 議 ・ 区 分

定 例 会

開会場所
加悦保健センター２階

農事相談室
担当書記 中 上 伸 午

会議日程

自 令和７年４月３日（木）

１日間

至 令和７年４月３日（火）

出席者数 委員 ４名 出席

出席委員
教育長 長島 雅彦 委 員 樋口 潔

委 員 佐々木 和代 委 員 植田 智子

欠席委員 委 員 酒井 英隆

説 明 者

教育次長兼学校教育課長 中上 伸午

社会教育課長 小谷 貴儀

総括指導主事兼人事主事 森谷 秀博

署名委員 委 員 樋口 潔 委 員 植田 智子

そ の 他 【傍聴者】 なし
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会 議 に 付 し た 事 件

協 議 及 び 報 告 事 項

項 目 件 名 結 果

審議事項 ・議案第１号 専決処分の承認を求めることについて

令和７年３月与謝野町議会定例会の議決を経

るべき議案に対する意見照会について

・議案第２号 専決処分の承認を求めることについて

与謝野町教育支援委員会規則の一部改正につ

いて

・議案第３号 専決処分の承認を求めることについて

与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則の

一部改正について

・議案第４号 与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任

規則の一部改正について

承認可決

承認可決

承認可決

承認可決

項 目 件 名

協議事項

報告事項

そ の 他

・なし

・報告第１号 与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会設置

規程の一部改正について

・報告第２号 与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に

関する条例施行規則の一部改正について

・報告第３号 与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱の一部

改正について

・報告第４号 与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団

体活動補助金交付要綱の一部改正について

・報告第５号 令和７年度社会教育の重点（案）について

・今後の予定について
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教育委員会会議録

１ 日 時 令和７年４月３日 午前９時３０分から午前１１時１０分まで

２ 場 所 加悦保健センター２階 農事相談室

３ 議事の大要

［長島教育長］

それでは定刻になりましたので、令和７年度第１回与謝野町教育委員会会議を開催した

いと思います。本日、会議の傍聴はありませんでした。

それでは、お配りしております日程に従いまして、会議を進行いたします。

日程第１「会議録署名委員の指名」についてでございますが、樋口委員と植田委員にお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（両委員とも了承）

［長島教育長］

承認をいただきましたので、よろしくお願いいたします。

［長島教育長］

次に、日程第２、「確認事項」といたしまして、会議録の確認をお願いいたします。

はじめに、１月３０日に開催いたしました令和６年度第１０回教育委員会会議の会議録

につきまして、前回の委員会においてご指摘いただいた箇所について修正をさせていただ

いております。修正の通りご確認いただいたということでよろしいでしょうか。

（委員了承）

［長島教育長］

それでは、本会議終了後に署名をお願いいたします。続きまして、２月２６日に開催い

たしました令和６年度第１１回教育委員会会議の会議録につきましては、修正等はありま

すでしょうか。

（委員からの修正なし）

［長島教育長］

それでは、本会議終了後に署名をお願いいたします。続きまして、３月１０日に開催い

たしました令和６年度第１２回教育委員会会議の会議録につきましては、修正等はありま

すでしょうか。

（委員了からの修正なし）
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［長島教育長］

それでは、ご確認いただけたということで本会議終了後に署名をお願いいたします。

［長島教育長］

それでは、日程第３、「教育長の報告」に入らせていただきます。

本日は、公私とも大変お忙しい中、令和７年度の第１回教育委員会会議にお集まりいた

だき、誠にありがとうございます。先程、人事異動に係る紹介・挨拶がありましたが、年

度の当初は委員の皆様方にも御迷惑や御心配をおかけすることもあるかと思いますが、令

和７年度も何卒よろしくお願いいたします。

それではいつものように簡単なレジュメを用意しておりますので、そちらをご覧くださ

い。明日は「二十四節気」の「清明」で、すべてのものが生き生きとして清らかに見える

頃とされていますが、今年は「立春」以降に寒暖の差や寒の戻りが強かったせいか、桜の

開花が遅れ、この加悦庁舎付近のソメイヨシノは本日にようやく咲き始めるかと思います。

昨年は３月３０日、一昨年は３月２２日が咲き始めでした。今年の入園・入学式は、昨年

続いて満開の桜の下で子どもたちを迎えることができそうです。

また、３月には小学校・中学校の卒業式へのご出席、お忙しい中を誠にありがとうござ

いました。後ほどお気づきになられたことやご感想をいただければありがたく思います。

さて、令和７年度が始まりましたが、少し振り返りますとコロナ禍が始まってから５年、

ポストコロナとなってから早２年でございますが、私自身は、今はまだまだ社会全体で、

コロナ禍で傷ついた人々の「心」を癒している最中ではないかと思っています。いつも話

すことになりますが、コロナ禍の際に、ある大学の先生が指摘されていた「阪神淡路大震

災や東日本大震災において、子どもたちのメンタル面でのしんどさは、２・３年後に深刻

さを増していった」という言葉は、そのとおりだと思っています。そして今しばらくは、

当然として子どもたちへの心のケアが最重要なものになると思います。

続いて先ほども触れました入園・入学式ですが、こども園の入園式そして「のだがわ第

２こども園」の開園式が明日４日の金曜日、小学校の入学式が８日の火曜日の午前、中学

校が同日の午後、府立高校が９日の水曜日となっています。委員の皆様方には、先月の卒

業式に続いて、誠にお忙しい中を来賓としてのご出席をお願いしているところです。何卒、

よろしくお願いいたします。

ちなみに令和７年度の新入生は小学校が１０１名（昨年度比マイナス３５名）、中学校が

１５１名（昨年度比マイナス１７名）であります。また、この３月に小学校を卒業した児

童が１３３名、中学校が１９５名ですから、これらの数字は少子化傾向の流れを表してい

ると思います。

次に１４日に開催される第１回の校園長会議ですが、本年度は、町内・組合の１３校園

の内、開園した「のだがわ第２こども園」を含めて５つの校園で校園長が交代しておりま

す。年度当初の会議においては、校園長としての統率力と発信力、コンプライアンスの遵

守、ポストコロナ・アフターコロナにおける心のケアなど、レジュメにあるような指示や

お願いを沢山させてもらいます。

続いて教育委員会の令和７年度の懸案事項ですが、これは７日に開催される教育委員会

の事務局会議において私が提起をするものです。

教育委員会全体に共通するものとして、令和７年度は学校そして公共施設の統廃合を具
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体的に進めていく年度にしなければならないと考えています。また、業務過多が日常的な

状態となっている教育委員会事務局自体の働き方改革も同様に必要であると考えています。

具体的な学校教育の分野では、当町の大きな教育課題である学力状況の改善については、

校園長会議とも厳しい実態を共有して具体的に改善に向けて取り組んでいかなければなら

ない最重要の課題の一つであると認識しています。そして令和８年度２学期からの稼働を

目指す新給食センターの建設の進捗管理、令和７年度２学期からの部活動地域連携に向け

た最終準備、学校等の適正規模適正配置に関する基本方針【改定版】についての住民との

対話をどの様に進めていくのかを具体的に検討せねばならないと考えています。さらには

３月定例会で予算が認められた徒歩通学２ｋｍを超える児童への夏季期間に限定した形で

のバス下校への対応、本年度から始まる共同事務室の業務開始、令和８年度に向けたクア

ハウスでの小学校プール授業の最終的な詰めなど、様々な懸案事項がございます。

また、社会教育の分野では、２つの新たな学童保育所の建設、懸案となっている学童保

育料や公共施設の利用料の改定の検討がございます。よさの大江山登山マラソンについて

は、令和７年度の例年の開催時期が原子力災害対応に係わるバス進入路改良工事のために、

大江山総合運動公園グラウンドが使用できません。この事態を受けて実行委員会において

開催時期等の見直しを含めて検討が行われ、その結果、熱中症リスクが低い５月下旬、５

月第５週の日曜日が適切であると判断されました。今後は、令和７年度は準備時間が不足

するために開催を見送り、第１８回の大会を令和８年５月３１日に開催するとされたとこ

ろです。そして本年度の橋立中学校区で設立されたことで完成したコミュニティ・スクー

ルですが、今しばらくは学校運営協議会並びに一体となって取り組まれる地域学校協働活

動が各地域ともにスムーズに行われるよう教育委員会からの支援が必要と思われます。こ

の他にも、レジュメにあるような多くの懸案事項がございます。

このように本年度は、まさに教育委員会の総力が問われているものと認識しております。

加えて、３月２５日に閉会となった３月定例会、２７日に開催された中学校組合議会の

定例会ですが、一般質問ではレジュメにあるとおりの沢山の質問があり、令和６年度の補

正、令和７年度の一般会計予算においても、レジュメにあるとおりの多くの質疑がござい

ました。

本日は多くの専決処分の承認を求めることについての議案そして多くの報告事項がござ

います。この後のご審議ご協議をよろしくお願いいたします。

委員の皆様におかれましては、卒業式にご出席していただきましたご感想等をお願いで

きればと思います。

［樋口委員］

江陽中学校の卒業式と、石川小学校の卒業式に行って参りました。本当にコロナが落ち

着いたと言いますか、皆が声を出して歌を歌ったり、小学生は１人ずつ思い出を語り合う

など声を出して、卒業生の卒業を祝うことが戻ってきたのが素直な印象でした。

中学校は全員が出席して卒業式を迎えられたということですので、本当に良かったと思

います。これからの未来に向けて、また頑張っていただきたいという思いがありましたし、

小学生の方も今度、中学校になるのだという気持ちを新たに、また頑張ってほしいなとい

う気持ちで送らせていただきました。
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［佐々木委員］

加悦中学校と加悦小学校に参加させていただきました。樋口委員と一緒で、歌がやはり

良いなと思いまして、歌が無くてはならないものだと、とても感じました。中学生も小学

生もすごく声が出ていまして、とても気持ちの良い式だったと思います。

厳かにと言いますか、卒業証書も地べたに置くということは無く、皆、ケースの上に置

かれたり、立て掛けられたりされていました。子ども達が誰１人マスクを着けていなかっ

たという事がコロナの落ち着き、アフターコロナというのでしょうか。完全にその様にな

ったのだと感じました。

［植田委員］

私は岩滝小学校に行かさせていただきました。例年、在校生の子達が結構ざわつくので

すが、今回はかなり静かにずっと座っているのが印象的でした。それと、贈る言葉を述べ

ていた男の子が丁寧に読みながら、一言一言、贈る言葉を言ってくれていたことが、非常

に良いなと思いながら見ておりました。本当に小さい時から知っている子どもでもありま

したので、良い贈る言葉だと思って見ておりました。卒業生も皆さん一生懸命臨む雰囲気

が伝わってきて、とても良い式でした。

［長島教育長］

私の方は、橋立中学校と市場小学校に行かさせていただきました。委員の皆様が言われ

た通りコロナ禍の時の様子とは違って、本当に両校とも良い卒業式でした。橋立中学校は

井上校長先生が６年間勤められた最後の年ということで、たいへん良い式辞を送られてい

まして、それにもらい泣きをされる方もおられました。

市場小学校は子どもたちとの言葉のやり取りというものが本当に印象的で、卒業してい

く子どもたちも、感動のあまり多くの子が涙を見せていたことが非常に印象的でありまし

た。久しぶりにそういう雰囲気の卒業式を見させていただいた、その様なところでありま

した。

また、皆様方には入学式もよろしくお願いいたします。

［長島教育長］

次に、日程第４、「審議事項」に入らさせていただきます。

議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」、令和７年３月与謝野町議会定例会

の議決を経るべき議案に対する意見照会についてを議題とします。

［長島教育長］

提案理由等について 中上教育次長が説明いたします。

（中上教育次長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

［樋口委員］
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物価が上がってる状況の中でこの予算を提出した状態で、これからも資材や労働に対す

る対価が上がっていく可能性もあるという中で、この金額はあくまで今の現状での予算と

いうことですので、今後、そういったものが高騰することになれば、補正予算等が考えら

れるかどうかを教えてください。

［中上教育次長］

この時点での請負金額は確定していますが、既に国の方から特例措置として、令和７年

３月１日以降に契約する工事については、労務費・材料費を上げなさいという通達が届い

ています。

これから、いくら値上げになるかは分かりませんが、積算して金額を上げていくことにな

ると思います。

金額はまだ弾けていませんので、幾らということをお示しできないのですが、上がる要

素は十分ありまして、今、労務費等の見直しをしなければならないという状況です。

議会への説明は今からになりますが、そういったことが国から通知として届いています。

［樋口委員］

分かりました。その状態で積算を行い補正予算等をお願いして承認いただくという作業

が必要になってくる。これは世間がそういう状況ですので、これはもう仕方が無いかなと

思います。またお忙しくなると思いますがよろしくご対応ください。

［中上教育次長］

学校給食センター新築工事の現状をお話しさせていただきます。

昨日、岩屋区の方に行きまして地元説明会を４月２１日に開催させていただくというこ

とになりました。それが終わってから、本格的に工事に入っていくことになります。本格

的な工事に入るまでの準備工事がありまして、水道管の切り回しなど、それは地元説明会

に入るまでに先行して、工事をさせていただくということで地元から了解を得ました。

４月２１日の地元説明会以降に本格的に工事を行っていきます。まずは鉄板の敷設とい

うことで、鉄板を１００枚以上引いていくのですけれども、その工事から連休明け後に進

めていく予定をしております。

［長島教育長］

現状についての説明がありましたが、その部分を踏まえてのご確認等はよろしいでしょ

うか。

［樋口委員］

岩屋区の地元説明会ということなのですが、岩屋区も結構広くて工事でよく通行される

地区と、少し離れた所の工事に対する受け方と言いますか、いろいろな形の影響が違って

くると思うのです。岩屋区の全体として説明会をされるのですか。例えば、ある地区が一

番車両が通るため工事ではご迷惑かけるので、その地区だけ別に説明会をされるというこ

とではなく、岩屋区全体で説明されるということでよろしいですか。

［中上教育次長］
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その通りです。岩屋小学校解体工事の時も同じですが、岩屋区全体に案内をさせていた

だいています。ただ実際に地元説明会をした時に来られるのは、近くの方しか来られてい

ないのが現状です。前の解体工事の時に、役員さんも入れて３０人位の規模になりました。

今度は少しは増えると思っていますが、１００人位になるなど、そこまでは無いと考えて

います。岩屋公民館は狭いのですが、そこで大丈夫だということで岩屋区からも聞いてお

り、恐らく３０名程度という想定で計画しております。

［長島教育長］

それでは、議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」、令和７年３月与謝野町

議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見照会について、提案の通り承認される方は

挙手をお願いをします。

［長島教育長］

挙手全員でございます。よって議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」、令

和７年３月与謝野町議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見照会については、提案

の通り承認されました。

［長島教育長］

次に、議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」、与謝野町教育支援委員会規

則の一部改正についてを議題とします。

［長島教育長］

提案理由等について 中上教育次長が説明いたします。

（中上教育次長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

（各委員からの質問無し）

［長島教育長］

それでは、議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」、与謝野町教育支援委員

会規則の一部改正について、提案の通り承認される方は挙手をお願いをします。

［長島教育長］

挙手全員でございます。よって議案第２号「専決処分の承認を求めることについて」、与

謝野町教育支援委員会規則の一部改正については、提案の通り承認されました。

［長島教育長］

次に、議案第３号「専決処分の承認を求めることについて」、与謝野町立三河内郷土資料

室条例施行規則の一部改正についてを議題とします。
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［長島教育長］

提案理由等について 小谷社会教育課長が説明いたします。

（小谷社会教育課長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

（各委員からの質問無し）

［長島教育長］

それでは、議案第３号「専決処分の承認を求めることについて」、与謝野町立三河内郷土

資料室条例施行規則の一部改正について、提案の通り承認される方は挙手をお願いをしま

す。

［長島教育長］

挙手全員でございます。よって議案第３号「専決処分の承認を求めることについて」、与

謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則の一部改正については、提案の通り承認されまし

た。

［長島教育長］

次に、議案第４号「与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正につい

て」、を議題とします。

［長島教育長］

提案理由等について 中上教育次長が説明いたします。

（中上教育次長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

［樋口委員］

本来であれば、こうしたことも過去の教育委員会で私共に一旦投げかけていただいて、

私共はそれに対して意見を言うものとお話を伺いました。それが実際に則してないという

ことで、こうやって出していただけるということを理解しました。ただ、本来であればそ

ういった手続きが必要なのであれば、こういう規則があるのであれば、事前にお話をする

べきだったと思います。

これについて今更言及するつもりはありませんが、現状同じ様な、本来ならば諮られる

べき事が諮られておらず、現状に即していないものがある様でしたら難しいとは思います

が、その都度対応していただきたいと思います。
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［中上教育次長］

この議案は専決処分ではありませんので、教育委員会会議に諮るまでに、事前に説明し

ておくべきだったかも分かりません。前教育次長からも実際、諮られていない様なことも

あるということを異動の時に聞いていたのですが、実際にどうなのか、私が教育委員会に

来てから２年経ちまして、その検証を行いたいと思っていまして、それが今になったとい

うことです。

掲げております項目については、実際に出来ていないということが判明しました。今回、

もっと早くから説明をさせていただいたら良かったのですが、この様なタイミングとなり、

申し訳無いと思っています。この２年間経った中で、できてないというところで、今回、

改正をさせていただきたいと思います。

［長島教育長］

それでは、議案第４号「与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に

ついて」、提案の通り承認される方は挙手をお願いをします。

［長島教育長］

挙手全員でございます。よって議案第４号「与謝野町教育委員会教育長に対する事務委

任規則の一部改正について」、は提案の通り承認されました。

［長島教育長］

次に、日程第５、「報告事項」に入らさせていただきます。報告第１号「与謝野町給食食

物アレルギー対応検討委員会設置規程の一部改正について」、中上教育次長が報告いたし

ます。

（中上教育次長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

（各委員からの質問無し）

［長島教育長］

会議開始から１時間経過しましたので、暫時休憩とします。

（暫時休憩）

［長島教育長］

休憩を閉じ、会議を再開します。

［長島教育長］

続きまして、報告第２号「与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例
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施行規則の一部改正について」、小谷社会教育課長が報告いたします。

（小谷社会教育課長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

（各委員からの質問無し）

［長島教育長］

続きまして、報告第３号「与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱の一部改正につい

て」、小谷社会教育課長が報告いたします。

（小谷社会教育課長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

（各委員からの質問無し）

［長島教育長］

続きまして、報告第４号「与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助

金交付要綱の一部改正について」、小谷社会教育課長が報告いたします。

（小谷社会教育課長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

［樋口委員］

要綱の一部を改正するということは、これはずっと改正した状態になりますが、ちりめ

ん街道マスタープランは、令和７・８・９年の３年間と、それが続く可能性があるからこ

うした要綱の改正があって、今後、このような形になっていくという認識でよろしいです

か。

と言いますのは、３年間のためにここを変えてしまうと、３年間のためだけにどこも要

綱を変える必要はなく、別の方法で３年間だけ、先ほどの教育長が特別に認めるというも

のを無くす事がいけないのは分かりますが、そうでは無い方が、腑に落ちるというところ

ですが、その辺の兼ね合いはどうでしょうか。

［小谷社会教育課長］

樋口委員が前半に言われたことは正にその通りでして、３年間の時限計画であります。

この実施計画というのが、３年後、更に３年で策定される想定でありますので、要綱も
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続く想定であります。今はその様に考えています。

［植田委員］

ちりめん街道滞在交流マスタープラン計画のための暖簾と竹灯籠ということで結びつき

と言いますか、どのような効率を考え、それがどう滞在に結びつくのか、どのように考え

れば良いのでしょうか。

［小谷社会教育課長］

滞在交流のマスタープランにつきまして、重点事業がいくつかありまして、その中の１

つに環境整備として美化・環境保全・修理を掲げており、そこをしっかりしていかないと

滞在にはなかなか繋がらないだろうということです。

確かにおっしゃる様に暖簾を付ける事が、どの様に滞在行為に繋がるかと言われますと、

直接的な影響は薄いかも知れませんが、申し上げました基盤環境をしっかり整理をした上

で、滞在交流に繋げるという組み立てになっていますので、まず初めにここを重点的にや

りたいという方向性で支援する要綱となっています。

［長島教育長］

続きまして、報告第５号「令和７年度社会教育の重点（案）について」、小谷社会教育課

長が報告いたします。

（小谷社会教育課長から資料に基づき説明）

［長島教育長］

何か、ご質問等ございますか。

［植田委員］

この地域共生社会は何年か前から聞いておりまして、与謝野町はまだ取り組みを行って

いないという認識でしたので、大きな声でアナウンスをしていただければと思います。

［小谷教育課長］

取り組めていなかった分野だったものを、こういうことをやっている町だということを

しっかりと町民の方、町外の方にも共有したりアピールする事は、まち作りとして大事な

ことだということで、町長部局と一緒になって進めていただいているものであります。

多様性の尊重とは、性別の違いや、特にＬＧＢＴＱが最近話題になっていますし、年齢

の違いによる差別は無くし、障害の有無や、日本人と外国人の違い、そういう多様な違い

によって人権を侵さない、尊重し合う、そういうまちを作っていく、多様性を尊重し合う、

共生社会をつくる、そういう時代になっています。

繰り返しになりますが、そういう事に重きを置いている町ですということを、しっかり

根付かせるということで、植田委員のおっしゃっていただいた様にしっかりと共有したり

情報発信をしていきたいと思っています。

［長島教育長］
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続きまして、日程第６「その他」に入らさせていただきます。中上教育次長お願いしま

す。

［中上教育次長］

次回の教育委員会会議等の日程調整をさせていただきたいです。

（次回、教育委員会会議・入学式の日程調整）

［中上教育次長］

次回の教育委員会会議については、４月２５日・４月２８日・５月２日が候補日となり

ます。調整後、連絡をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

［長島教育長］

以上で本日の会議を閉会いたします。お疲れ様でした。

午前１１時１０分 終了

教育長

委 員

委 員

書 記



教 育 委 員 会 日 程

日 時：令和７年４月３日（木）

午前９時３０分～

場 所：加悦保健センター２階農事相談室

日程第１ 会議録署名委員の指名

樋口委員 植田委員

日程第２ 確認事項

会議録の確認

日程第３ 教育長の報告

日程第４ 審議事項

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて

令和７年３月与謝野町議会定例会の議決を経るべき

議案に対する意見照会について

・与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）

請負契約の締結について

・与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）

請負契約の締結について

・与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）

請負契約の締結について

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて

与謝野町教育支援委員会規則の一部改正について

議案第３号 専決処分の承認を求めることについて

与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則等の一部改正

について

議案第４号 与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則一部改正

について

日程第５ 報告事項

報告第１号 与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会設置規程

の一部改正について

報告第２号 与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する

条例施行規則の一部改正について



報告第３号 与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱の一部改正

について

報告第４号 与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活

動補助金交付要綱の一部改正について

報告第５号 令和７年度社会教育の重点（案）について

日程第６ その他

◇今後の予定について



議案第１号

専決処分の承認を求めることについて

令和７年３月与謝野町議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見

照会について

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１８年与謝野町教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により教育委員会の権限に属する事項

について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。

令和７年４月３日提出

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦

提案理由

令和７年３月与謝野町議会定例会への提出議案に関し、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条に基づく町長からの意見聴取について、教育委

員会を招集する時間的余裕がなかったため、与謝野町教育委員会教育長に対す

る事務委任規則の規定により専決処分したので、これを報告し、承認を求める

ものである。



専決第２号

専決処分書

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１８年与謝野町教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。

令和７年３月１３日

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦



別紙

令和７年３月与謝野町議会定例会の議決を経るべき議案に

対する意見について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、令和７年

３月１１日付６与総第７１０号で意見を求められました令和７年３月与謝野町

議会定例会に提出される当委員会関係議案に対する意見は、下記のとおりであ

ります。

記

１ 与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）請負契約の締結につい

て

２ 与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）請負契約の締結に

ついて

３ 与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）請負契約の締結に

ついて

以上３件について、異議ありません。



議案第４３号

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）請負契約の締

結について

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）請負契約を、次のとおり

締結するものとする。

令和７年３月１３日提出

与謝野町長 山 添 藤 真

１ 契 約 の 目 的 与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）

２ 契 約 の 場 所 京都府与謝郡与謝野町字岩屋地内

３ 契 約 の 金 額 金１，００６，５００，０００円

４ 契約の相手方 京都府与謝郡与謝野町字男山８００番地の１

安田建設株式会社

代表取締役 安田 昌司

提案理由

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）に係る請負契約を締結す

るに当たり、その予定価格が５,０００万円以上となるため、与謝野町議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年与謝野

町条例第５３号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。



議案第４４号

与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）請負契約の

締結について

与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）請負契約を、次のと

おり締結するものとする。

令和７年３月１３日提出

与謝野町長 山 添 藤 真

１ 契 約 の 目 的 与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）

２ 契 約 の 場 所 京都府与謝郡与謝野町字岩屋地内

３ 契 約 の 金 額 金９８１，２００，０００円

４ 契約の相手方 京都府与謝郡与謝野町字弓木１３８番地１

株式会社山添電気

代表取締役 山添 宏明

提案理由

与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）に係る請負契約を締

結するに当たり、その予定価格が５,０００万円以上となるため、与謝野町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年与

謝野町条例第５３号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。



議案第４５号

与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）請負契約の

締結について

与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）請負契約を、次のと

おり締結するものとする。

令和７年３月１３日提出

与謝野町長 山 添 藤 真

１ 契 約 の 目 的 与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）

２ 契 約 の 場 所 京都府与謝郡与謝野町字岩屋地内

３ 契 約 の 金 額 金２７４，８５７，０００円

４ 契約の相手方 京都府与謝郡与謝野町字三河内２２番地の８

株式会社山田電気商会

代表取締役 山田 孝生

提案理由

与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）に係る請負契約を締

結するに当たり、その予定価格が５,０００万円以上となるため、与謝野町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年与

謝野町条例第５３号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。



議案第４３号資料№１

工 事 概 要

１．工 事 名 与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事）

２．工事場所 与謝野町字岩屋地内（旧岩屋小学校校舎跡地）

３．工事内容 給食施設新築建築工事

４．契約事項

（１）工事請負額 １，００６，５００，０００円

請負工事価格 ９１５，０００，０００円

消費税相当額 ９１，５００，０００円

（２）契約の方法 条件付一般競争入札

（３）工 期 令和８年６月３０日

（４）契約保証金 １００，６５０，０００円（契約金額の１０％以上）

（５）前 金 払 契約金額の４割以内の額

（６）部 分 払 工期中３回まで（令和７年度２回、令和８年度１回）

構 造 鉄骨造 一部２階建て

延床面積 １，６２６.７１㎡ （内、ポンプ室１０.０２㎡）

延床面積

（センター本体）
１，６１６.６９㎡

（１階 １，３９２.８９㎡）
（２階 ２２３.８０㎡）

建築面積 １，６１５.５０㎡ （内、ポンプ室１０.０２㎡）

１階主要室 厨房諸室、事務室、機械室ほか

２階主要室 調理員用諸室（更衣室、休憩室ほか）

屋 上 室外機、外調機、キュービクルほか

仕上げ
屋根

（片勾配屋根：カラーガルバリウム鋼板 瓦棒）

（陸屋根：塩ビシート防水）

外壁 （サンドイッチパネル、サイディング、鋼板）

その他 上記工事に伴う外構工事一式



５．工事費の財源内訳 （単位：円）

６．入札参加業者

項 目 区 分 金 額 摘 要

財源内訳

起 債 779,000,000 過疎対策事業債

そ の 他 227,476,000

・学校施設環境改善交付金

(62,300 千円)

・与謝野町宮津市中学校組

合負担金(165,176 千円)

一 般 財 源 24,000

合 計 1,006,500,000

安田建設株式会社

以上１者



議案第４４号資料№１

工 事 概 要

１．工 事 名 与謝野町立学校給食センター新築工事（機械設備工事）

２．工事場所 与謝野町字岩屋地内

３．工事内容 機械設備工事概要

厨房設備、給排水設備、蒸気設備、空気調和設備、排水処理

設備等、新築工事に伴う機械設備工事

４．契約事項

（１）工事請負額 ９８１，２００，０００円

請負工事価格 ８９２，０００，０００円

消費税相当額 ８９，２００，０００円

（２）契約の方法 条件付一般競争入札

（３）工 期 令和８年６月３０日

（４）契約保証金 ９８，１２０，０００円（契約金額の１０％以上）

（５）前 金 払 契約金額の４割以内の額

５．工事費の財源内訳 （単位：円）

６．入札参加業者

項 目 区 分 金 額 摘 要

財源内訳

起 債 759,400,000 過疎対策事業債

そ の 他 221,725,000

・学校施設環境改善交付金

(60,700 千円)

・与謝野町宮津市中学校組

合負担金(161,025 千円)

一 般 財 源 75,000

合 計 981,200,000

株式会社山添電気 株式会社山田電気商会

以上２者



議案第４５号資料№１

工 事 概 要

１．工 事 名 与謝野町立学校給食センター新築工事（電気設備工事）

２．工事場所 与謝野町字岩屋地内

３．工事内容 電気設備工事概要

受変電設備、電灯設備、動力設備、構内配線線路、構内通信

線路等、新築工事に伴う電気設備工事

４．契約事項

（１）工事請負額 ２７４，８５７，０００円

請負工事価格 ２４９，８７０，０００円

消費税相当額 ２４，９８７，０００円

（２）契約の方法 条件付一般競争入札

（３）工 期 令和８年６月３０日

（４）契約保証金 ２７，４８５，７００円（契約金額の１０％以上）

（５）前 金 払 契約金額の４割以内の額

（６）部 分 払 工期中３回まで（令和７年度２回、令和８年度１回）

５．工事費の財源内訳 （単位：円）

６．入札参加業者

項 目 区 分 金 額 摘 要

財源内訳

起 債 212,700,000 過疎対策事業債

そ の 他 62,107,000

・学校施設環境改善交付金

(17,000 千円)

・与謝野町宮津市中学校組

合負担金(45,107 千円)

一 般 財 源 50,000

合 計 274,857,000

株式会社山田電気商会 山崎電気株式会社

株式会社橋本電気商会 株式会社山添電気

以上４者





議案第４３号～第４５号　資料№２

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜建物外観イメージ＞



議案第４３号～第４５号　資料№３

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜配置図＞



議案第４３号～第４５号　資料№４-１

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜１階平面図＞



議案第４３号～第４５号　資料№４-２

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜２階平面図＞



議案第４３号～第４５号　資料№５-１

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜立面図＞



議案第４３号～第４５号　資料№５-１

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜立面図＞



議案第４３号～第４５号　資料№５-２

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜立面図＞



議案第４３号～第４５号　資料№６

与謝野町立学校給食センター新築工事（建築工事・機械設備工事・電気設備工事）

＜外構図＞



議案第２号

専決処分の承認を求めることについて

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１８年与謝野町教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により教育委員会の権限に属する事項

について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。

令和７年４月３日提出

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦

提案理由

与謝野町立幼稚園については全て閉園しており、また、与謝野町立保育所に

ついても令和７年３月３１日をもって全て閉所することに伴い、与謝野町教育

支援委員会規則の一部を改正する必要があったところ、同規則の一部改正につ

いて与謝野町教育委員会を招集する時間的余裕がなかったため、与謝野町教育

委員会教育長に対する事務委任規則の規定により専決処分したので、これを与

謝野町教育委員会に報告し、承認を求めるものである。



専決第３号

専決処分書

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１８年与謝野町

教育委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、与謝野町教育支援委

員会規則の一部を改正する規則を別紙のとおり専決処分する。

令和７年３月２８日

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦



与謝野町教育委員会規則第１号

与謝野町教育支援委員会規則の一部を改正する規則

与謝野町教育支援委員会規則（平成１８年与謝野町教育委員会規則第１６号

）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第２号中「保育所の保育士」を「こども園の保育教諭」に、「

、中学校及び幼稚園」を「及び中学校」に改める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。



議案第２号資料

与謝野町教育支援委員会規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第16号)新旧対照表

現 行 改 正 案

(組織) (組織)

第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する、

次に掲げる者をもって組織する。

第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する、

次に掲げる者をもって組織する。

(1) （略） (1) （略）

(2) 与謝野町立の保育所の保育士 、小学校、中学校及び

幼稚園の教職員

(2) 与謝野町立のこども園の保育教諭、小学校及び中学校

の教職員

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略）

2 （略） 2 （略）



議案第３号

専決処分の承認を求めることについて

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１８年与謝野町教育

委員会規則第５条）第３条第１号の規定により教育委員会の権限に属する事項

について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。

令和７年４月３日提出

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦

提出理由

与謝野町立こども園の開園に伴い、与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規

則等の一部を改正する必要があったところ、同規則の一部改正について与謝野

町教育委員会を招集する時間的余裕がなかったため、与謝野町教育委員会教育

長に対する事務委任規則の規定により専決処分をしたので、これを与謝野町教

育委員会に報告し、承認を求めるものである。



専決第４号

専決処分書

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１８年与謝野町教育

委員会規則第５条）第３条第１号の規定により、与謝野町立三河内郷土資料室

条例施行規則等の一部を改正する規則を別紙のとおり専決処分する。

令和７年４月３日提出

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦



与謝野町教育委員会規則第２号

与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則等の一部を改正する規則

（与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則の一部改正）

第１条 与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則（平成１８年与謝野町教育

委員会規則第３７号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第１号中「及び中学校の」を「、中学校、幼稚園及びこども

園による」に、「幼稚園及び保育所」を「保育所及びこども園」に改める。

（加悦椿文化資料館条例施行規則の一部改正）

第２条 加悦椿文化資料館条例施行規則（平成１８年与謝野町教育委員会規則

第３８号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第１号中「及び幼稚園の」を「、幼稚園及びこども園による」

に、「保育所（園）」を「保育所及びこども園」に改める。

（与謝野町立江山文庫条例施行規則の一部改正）

第３条 与謝野町立江山文庫条例施行規則（平成１８年与謝野町教育委員会規

則第３９号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項第１号ア中「及び幼稚園の」を「、幼稚園及びこども園によ

る」に、「保育所（園）」を「保育所及びこども園」に改める。

（与謝野町立農村文化保存伝習センター条例施行規則の一部改正）

第４条 与謝野町立農村文化保存伝習センター条例施行規則（平成１８年与謝

野町教育委員会規則第４８号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項第１号中「及び幼稚園の」を「、幼稚園及びこども園による」

に、「保育所（園）」を「保育所及びこども園」に改める。

（与謝野町立古墳公園条例施行規則の一部改正）

第５条 与謝野町立古墳公園条例施行規則（平成１８年与謝野町教育委員会規

則第４９号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項第１号中「及び幼稚園の」を「、幼稚園及びこども園による」

に、「保育所（園）」を「保育所及びこども園」に改める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。



与謝野町立古墳公園条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第49号)新旧対照表

現 行 改 正 案

(入園入館料等の減免) (入園入館料等の減免)

第7条 条例第9条の規定により、入園入館料又

は使用料を減免できる場合及び減免額は、次

のとおりとする。

第7条 条例第9条の規定により、入園入館料又は

使用料を減免できる場合及び減免額は、次のと

おりとする。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の

教育活動又は保育所(園)

による保育活動のため入館するとき

全額

(1) 町内の小学校、中学校、幼稚園及びこど

も園による教育活動又は保育所及びこども

園による保育活動のため入館するとき 全

額

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

2 （略） 2 （略）



与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第37号)新旧対照表

加悦椿文化資料館条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第38号)新旧対照表

現 行 改 正 案

(入室料の減免) (入室料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、入室料を減免

することができる場合は、次のとおりとする。

第4条 条例第6条の規定により、入室料を減免す

ることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町内小学校及び中学校の

教育課程における活動又は幼稚

園及び保育所 による保育活動のため入

室するとき 全額

(1) 町内小学校、中学校、幼稚園及びこども

園による教育課程における活動又は保育所

及びこども園による保育活動のため入室す

るとき 全額

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略）

2 （略） 2 （略）

現 行 改 正 案

(入館料の減免) (入館料の減免)

第6条 条例第5条の規定による入館料を減免で

きる場合及び減免額は、次のとおりとする。

第6条 条例第5条の規定による入館料を減免で

きる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の

教育活動又は保育所(園)

による保育活動のため入館するとき

全額

(1) 町内の小学校、中学校、幼稚園及びこど

も園による教育活動又は保育所及びこども

園による保育活動のため入館するとき 全

額

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

2 （略） 2 （略）



与謝野町立江山文庫条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第39号)新旧対照表

与謝野町立農村文化保存伝習センター条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第48号)新旧対

照表

現 行 改 正 案

(入館料等の減免) (入館料等の減免)

第7条 条例第10条の規定による入館料等を減

免できる場合及び減免額は、次のとおりとす

る。

第7条 条例第10条の規定による入館料等を減免

できる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 入館料 (1) 入館料

ア 町内の小学校、中学校及び幼稚園の

教育活動又は保育所(園)

による保育活動のため入館する

とき 全額

ア 町内の小学校、中学校、幼稚園及びこど

も園による教育活動又は保育所及びこど

も園による保育活動のため入館するとき

全額

イ （略） イ （略）

ウ （略） ウ （略）

(2) （略） (2) （略）

2 （略） 2 （略）

現 行 改 正 案

(使用料等の減免) (使用料等の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料及び入館

料(以下「使用料等」という。)を減免できる

場合及び減免額は、次のとおりとする。

第7条 条例第7条の規定による使用料及び入館

料(以下「使用料等」という。)を減免できる場

合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の

教育活動又は保育所(園)

による保育活動のため入館又は利用

するとき 全額

(1) 町内の小学校、中学校、幼稚園及びこど

も園による教育活動又は保育所及びこども

園による保育活動のため入館又は利用する

とき 全額

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

2 （略） 2 （略）



議案第４号

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則

を別紙のように定める。

令和７年４月３日提出

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦

提案理由

教育事務を進める中で、現状に即した内容とするため、所要の改正を行う

ものである。



与謝野町教育委員会規則第３号

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則（令和１８年与謝野町教育

委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

第１条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、

第６号を第５号とし、第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号と

し、第１０号を削り、第１１号を第８号とし、第１２号から第１６号までを３

号ずつ繰り上げる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



議案第４号資料

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第5号)新旧対照表

現 行 改 正 案

(委任事務) (委任事務)

第1条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第1

62号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、

その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

第1条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第1

62号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、

その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出る

こと。

(3)

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略）

(7) 公民館長、図書館長及び生涯学習センター知遊館長の任

免を行うこと。

(7)

(8)・(9) （略） (8)・(9) （略）

(10) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。 (10)

(11)～(16) （略） (11)～(16) （略）

2 （略） 2 （略）
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○与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成１８年３月１日

教育委員会規則第５号

改正 平成１８年５月１９日教委規則第５１号

平成２１年６月２３日教委規則第６号

平成２７年３月２５日教委規則第３号

（委任事務）

第１条 与謝野町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第１項の規定に基づき、次に掲

げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育施設の設置及び廃止を決定すること。

(3) １件５０万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 府費負担教職員の懲戒並びに府費負担教職員である校長及び教頭の任免その他の進

退について内申すること。

(5) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前２号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 公民館長、図書館長及び生涯学習センター知遊館長の任免を行うこと。

(8) 職員の任免を行うこと。

(9) 教育施設の敷地を選定すること。

(10) １件３００万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(16) 教科内容及びその一般方針を定めること。

２ 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告

しなければならない。

（委任事務の特例）

議案第４号資料



2/2

第２条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事

態が生じたときは、教育委員会の決定によることができる。

（教育長の専決）

第３条 教育長は、第１条各号の事項について緊急処理の必要があり、かつ、教育委員会を

招集する時間的余裕がないと認められるときは、当該事項を専決処分することができる。

２ 教育長は、前項の規定により専決した事項については次回の教育委員会にこれを報告し、

承認を得なければならない。

附 則

この規則は、平成１８年３月１日から施行する。

附 則（平成１８年５月１９日教委規則第５１号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２１年６月２３日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２７年３月２５日教委規則第３号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

（与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置）

５ この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号。）附則第２条第１項の規定により教育長がなお従前の例

により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町教育委員会教育長に対

する事務委任規則第１条の規定は適用せず、改正前の与謝野町教育委員会教育長に対する

事務委任規則の第１条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第

２６条第１項」とあるのは、「第２５条第１項」とする。



報告第１号資料

与謝野町訓令第２号

与謝野町立給食食物アレルギー対応検討委員会設置規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。

令和７年３月２６日

与謝野町長 山 添 藤 真

与謝野町立給食食物アレルギー対応検討委員会設置規程の一部を改正す

る訓令

与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会設置規程（平成２６年与謝野町

訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「幼稚園、保育所」を「こども園」に、「乳児、幼児」を「園児」

に改める。

附 則

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。



与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会設置規程(平成26年与謝野町訓令第2号)新旧対照表

現 行 改 正 案

(設置) (設置)

第1条 与謝野町立幼稚園、保育所、小学校及び中学校並びに与

謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校(以下「学校等」とい

う。)における乳児、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」

という。)の給食における食物アレルギーの対応を検討するた

め、与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「検討

委員会」という。)を設置する。

第1条 与謝野町立こども園 、小学校及び中学校並びに与

謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校(以下「学校等」とい

う。)における園児 、児童及び生徒(以下「児童生徒等」

という。)の給食における食物アレルギーの対応を検討するた

め、与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「検討

委員会」という。)を設置する。



報告第２号資料

与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

令和７年４月１日

与謝野町長

与謝野町規則第１０号

与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例施行規則の

一部を改正する規則

与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例施行規則（平成

１８年与謝野町規則第５９号）の一部を次のように改正する。

第４条の表中「８０人」の次に「（長期休業期間中は、おおむね９０人）」

を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第59号)新旧対照表

現 行 改 正 案

(定員) (定員)

第4条 学童保育所の定員は、次の表のとおりとする。 第4条 学童保育所の定員は、次の表のとおりとする。

名称 定員

岩滝学童保育所 80人

市場学童保育所 30人

山田学童保育所 30人

名称 定員

岩滝学童保育所 80人(長期休業期間中は、おおむ

ね90人)

市場学童保育所 30人

山田学童保育所 30人



報告第３号資料

与謝野町教育委員会告示第５号

与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。

令和７年３月２５日

与謝野町教育委員会

教育長 長 島 雅 彦

与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱の一部を改正する告示

与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱（令和６年与謝野町教育委員会告

示第８号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「７０人」を「８０人」に、「夏季」を「長期」に改め、「８

０人」の次に「（長期休業期間中は、おおむね９０人）」を加える。

附 則

この告示は、令和７年４月１日から施行する。



与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱(令和6年与謝野町教育委員会告示第8号)新旧対照表

現 行 改 正 案

別表第1(第2条、第5条関係) 別表第1(第2条、第5条関係)

名称 開設場所 定員 対象児童

加悦学童保育

所

加悦798番地

(旧かやこども園内)

70人(夏季

休業期間

中は、おお

むね90人)

加悦小学校区在

住の児童

岩滝学童保育

所

岩滝856番地6 80人 岩滝小学校区在

住の児童

三河内学童保

育所

三河内1919番地2 15人三河内小学校区

在住の児童

市場学童保育

所

幾地910番地1 30人市場小学校区在

住の児童

市場第二学童

保育所

四辻759番地3 20人

山田学童保育

所

下山田376番地8 30人山田小学校区在

住の児童

石川学童保育

所

石川685番地1 20人石川小学校区在

住の児童

名称 開設場所 定員 対象児童

加悦学童保育

所

加悦798番地

(旧かやこども園内)

80人(長期

休業期間

中は、おお

むね90人)

加悦小学校区在

住の児童

岩滝学童保育

所

岩滝856番地6 80人(長期

休業期間

中は、おお

むね90人)

岩滝小学校区在

住の児童

三河内学童保

育所

三河内1919番地2 15人三河内小学校区

在住の児童

市場学童保育

所

幾地910番地1 30人市場小学校区在

住の児童

市場第二学童

保育所

四辻759番地3 20人

山田学童保育

所

下山田376番地8 30人山田小学校区在

住の児童

石川学童保育

所

石川685番地1 20人石川小学校区在

住の児童



報告第４号資料 

 

与謝野町教育委員会告示第６号 

 

 

 与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱の一

部を改正する告示を次のように定める。 

 

 

  令和７年３月２５日 

 

 

与謝野町教育委員会 

 教育長 長 島 雅 彦   

 

 

   与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱

の一部を改正する告示 

 

 与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱（令

和２年与謝野町教育委員会告示第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項中「補助金額」を「補助限度額」に改め、同条第３項中「とし

、３０万円を限度」を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

保存地区の美化及び

環境保全に関する事

業 

「ちりめん街道滞在交流マ

スタープラン実施計画」の

重点事業Ⅰ２(1)①又は②

に掲げる事業 

１０分の１０ ６０万円 

町並みの美化及び環境保全

のための取組並びに町並み

の保存のために必要な知識

３分の２ ３０万円 



の向上等を目的とした研修

会又は学習会の開催に要す

る経費 

保存地区の防災及び

減災に関する事業 

保存地区における防災設備

の整備並びに防災学習会等

の開催による防災の知識及

び技能の向上を目的とした

取組に要する経費 

保存地区の後継者及

び空き家対策に関す

る事業 

保存地区の後継者及び空き

家対策に関する取組並びに

これらに必要な知識の向上

を目的とした研修会又は学

習会の開催に要する経費 

保存地区での滞在交

流促進に関する事業 

イベントの開催その他滞在

交流促進に関する取組に要

する経費 

２分の１ 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動

補助金（以下「補助金」という。）の交付について、与謝野町補助金等の交

付に関する規則（平成１８年与謝野町規則第３８号。以下「規則」という。

）に定めるもののほか、与謝野町加悦の伝統的建造物群保存地区（以下「保

存地区」という。）内で行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助

金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、与

謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき組織された団体であっ

て、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) おおむね１００人以上の構成員を有し、その３分の１以上が保存地区内

の住民である団体 

(2) 主に保存地区内で保存地区全体に関する公益的な活動を自主的に行って

いる団体 

(3) 運営及び会計に関する規程が整備されている団体 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

者としない。 

(1) 営利を目的とする団体 

(2) 宗教活動又は政治活動を行う団体 

(3) 町から運営費の補助を受けている団体 

(4) 暴力団又は暴力団の構成員の統制下にある団体 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める団体 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき実施される次に掲げ

る事業とする。 

(1) 保存地区の美化及び環境保全に関する事業 

(2) 保存地区の防災及び減災に関する事業 

(3) 保存地区の後継者及び空き家対策に関する事業 

(4) 保存地区での滞在交流促進に関する事業 

(5) その他教育長が特に認める事業 



 （補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、

補助率及び補助限度額は、別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる

経費については、補助対象としない。 

(1) 人件費 

(2) 食糧費 

(3) 備品（３万円以上のものであって他の事業に流用可能なものをいう。）

の購入費 

(4) 金券 

(5) 事業に直接関係のない経費 

(6) その他教育長が適当でないと認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長は、補助対象事業に対し、国、府その他

町以外の機関から補助があるときは、当該補助される額に応じ、前項の補助

金の額を減額することができる。 

３ 第１項の規定による補助金は、一の年度につき１回限りとする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「交付申請者」という。）

は、別に定める交付申請書に事業計画書、収支予算書その他教育長が定める

書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

 （事前着手） 

第６条 交付申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は

、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により

補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、事前

着手届を教育長に提出し、受理されたときは、この限りでない。 

 （交付決定） 

第７条 教育長は、第５条の規定による交付申請書を受理したときは、速やか

にその内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認める場合は、交付

決定通知書により交付申請者に通知するものとする。 

 （変更承認交付申請） 

第８条 補助金の交付決定を受けた交付申請者（以下「交付決定者」という。

）は、前条の規定により交付決定通知を受けた事業の内容を変更し、又は中

止しようとするときは、あらかじめ別に定める変更承認申請書を教育長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 （実績報告） 



第９条 交付決定者は、事業完了後、実績報告書に収支決算書その他教育長が

必要と認める書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第１０条 教育長は、前条の実績報告書の提出があったときは、交付すべき補

助金の額を確定し、補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとす

る。 

 （補助金の支払） 

第１１条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に支払うものとする

。ただし、教育長が必要と認めた場合は、補助金の交付決定後に概算払によ

り支払うことができる。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 教育長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の

交付決定の内容若しくは条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 教育長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において

、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

教育長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則(令和6年3月29日教委告示第11号) 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則(令和7年3月25日教委告示第6号) 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

保存地区の美化及び

環境保全に関する事

業 

「ちりめん街道滞在交流マ

スタープラン実施計画」の

重点事業Ⅰ２(1)①又は②

に掲げる事業 

10分の10 60万円 

町並みの美化及び環境保全

のための取組並びに町並み

の保存のために必要な知識

の向上等を目的とした研修

会又は学習会の開催に要す

る経費 

３分の２ 30万円 

保存地区の防災及び

減災に関する事業 

保存地区における防災設備

の整備並びに防災学習会等

の開催による防災の知識及

び技能の向上を目的とした

取組に要する経費 

保存地区の後継者及

び空き家対策に関す

る事業 

保存地区の後継者及び空き

家対策に関する取組並びに

これらに必要な知識の向上

を目的とした研修会又は学

習会の開催に要する経費 

保存地区での滞在交

流促進に関する事業 

イベントの開催その他滞在

交流促進に関する取組に要

する経費 

２分の１ 

 

 

 



与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱(令和2年与謝野町教育委員会告示第5号)新旧対照表 

現   行 改 正 案 

(補助対象経費及び補助金額) (補助対象経費及び補助金額) 

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」

という。)、補助率及び補助金額は、別表に定めるところによ

る。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。 

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」

という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるところに

よる。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としな

い。 

(1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6) （略） (1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6) （略） 

2（略） 2 （略） 

3 第1項の規定による補助金は、一の年度につき1回限りとし、

30万円を限度とする。 

3 第1項の規定による補助金は、一の年度につき1回限りとす

る。 

別表(第4条関係) 別表(第4条関係) 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金額 

保存地区の美化

及び環境保全に

関する事業 

町並みの美化及び環

境保全のための取組

並びに町並みの保存

のために必要な知識

の向上等を目的とし

た研修会又は学習会

の開催に要する経費 

3分の2 それぞれの補

助対象事業の

区分に応じ、当

該区分の補助

対象経費の額

に補助率を乗

じた額を合算

した額(1,000

円未満の端数

があるときは、

保存地区の防災

及び減災に関す

る事業 

保存地区における防

災設備の整備並びに

防災学習会等の開催

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

保存地区の美化

及び環境保全に

関する事業 

「ちりめん街道滞在

交流マスタープラン

実施計画」の重点事業

Ⅰ２(1)①又は②に掲

げる事業 

10分の10 60万円 

町並みの美化及び環

境保全のための取組

並びに町並みの保存

のために必要な知識

の向上等を目的とし

3分の2 30万円 



による防災の知識及

び技能の向上を目的

とした取組に要する

経費 

これを切り捨

てた額) 

保存地区の後継

者及び空き家対

策に関する事業 

保存地区の後継者及

び空き家対策に関す

る取組並びにこれら

に必要な知識の向上

を目的とした研修会

又は学習会の開催に

要する経費 

保存地区での滞

在交流促進に関

する事業 

イベントの開催その

他滞在交流促進に関

する取組に要する経

費 

2分の1 

 

た研修会又は学習会

の開催に要する経費 

保存地区の防災

及び減災に関す

る事業 

保存地区における防

災設備の整備並びに

防災学習会等の開催

による防災の知識及

び技能の向上を目的

とした取組に要する

経費 

保存地区の後継

者及び空き家対

策に関する事業 

保存地区の後継者及

び空き家対策に関す

る取組並びにこれら

に必要な知識の向上

を目的とした研修会

又は学習会の開催に

要する経費 

保存地区での滞

在交流促進に関

する事業 

イベントの開催その

他滞在交流促進に関

する取組に要する経

費 

2分の1 
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第２期京都府教育振興プランより
目指す社会教育

人がつながる地域づくり・生涯学習社会の実現

社会教育推進の４つの柱

１．生涯学習の振興

２．家庭の教育力の向上

３．地域社会の教育力の向上

４．人権教育の推進

与謝野町教育大綱～教育理念～
基本理念

世界中の国や地域で、自らの責務を果たすことができ、自信と思いやり

にあふれ、創造的に未来を開拓する精神をもつ人間をはぐくむ

基本目標

学力・思考力・体力・受容性・社会性・コミュニケーション能力

普遍性・教育環境

第２次与謝野町総合計画 分野５ 教育･スポーツ･文化
分野別方針

「魅力ある教育が活力ある人や地域を創るまち」

基本施策

１．一人ひとりの学ぶ意欲と確かな学力の育成

２．一人ひとりを大切にする環境づくり

３．生涯学習社会の実現と人権教育の推進

４．生涯スポーツ社会の実現

５．文化財の継承と活用

令和７年度の社会教育を進める上での基本的な考え方
方向性

１．生涯にわたり、つながり続け、学び続ける地域づくり

２．持続可能性の追求と、事業・行事の統合整理の推進の両立

説明

生涯学習の推進という社会教育の使命を実現するために、持続可能性の

追求と、事業・行事の統合整理の推進の両立を目指します

1



重点１ 生涯学習の振興

１．総合的な生涯学習の環境整備と充実

（１）生涯学習を総合的かつ効果的に進めるため、社会教育と学校教育・家庭教育との連

携を強化する。

（２）青少年や高齢者など生涯の各時期や、障害ある方など様々な方に対応する学習機会

を提供する。

（３）国際理解、環境保全、障害者等に関する教育など町民の多様な学習ニーズに対応で

きる学習機会の提供や、郷土愛を育むふるさと学習「よさの学」、教養を身に付け

る学習機会の充実に努める。

（４）自主的なサークル活動の育成や各種社会教育団体の活動支援を行い、社会教育活動

の推進と身近な指導者・学習ボランティアの確保・育成を図る。

２．身近な学習の場の提供と地域づくりの拠点となる公民館活動の推進

（１）中央(地域)公民館・生涯学習センターと地区公民館が相互の連携の強化に努め、

互いの役割を明確にしつつ、地域の活性化をめざした活動の推進･充実を図る。

（２）地区公民館が町民の身近な学習の場及び地域活動の拠点となり、地域課題に即し

た学習機会の提供や気軽に参加し交流できる活動に対する支援を実施する。

（３）公民館活動を担う人材育成と資質向上のため、公民館関係者の研修と交流を促進

する機会を提供する。

2



３．生涯学習を促進する図書館活動の推進

（１）町民の「学び」を支援する拠点として図書館を運営し、図書、記録等の収集、整

理及び保存し、町民のニーズにあった幅広い情報を提供する。

（２）府立図書館や京都府北部地域連携都市圏を中核とした他の市町村立図書館と連携

し、利用可能な図書の充実を図る。

（３）学校との連携強化に努めるとともに読み聞かせボランティア等を育成し、子どもの

読書活動を推進する。

４．高校魅力化についての取組

（１）「第２期与謝野町高校魅力化ビジョン」に基づき、町内唯一の高等学校である宮津

天橋高等学校加悦谷学舎と協働し、地域とのつながりや保幼小中高の連携を進め、

郷土に誇りと愛着を持ち、自信と思いやりにあふれ、地域の未来を創造できる人材

を育成する。

５．社会教育施設の活用

（１）生涯学習センター知遊館や中央公民館・地域公民館、図書館及び分室等、社会教育

関連施設の適切な維持管理を行う。

（２）町の将来人口等も踏まえた適切な社会教育施設の配置について検討を進める。

3



重点２ 人権教育の推進

１．一人ひとりの尊厳を大切にする人権教育・啓発の推進

（１）生命の尊さ、個性の尊重、他人との共生など人権尊重の理念や、同和問題、女性、

子ども、高齢者、障害のある人、外国人、患者、ＬＧＢＴＱ等に関するさまざまな

人権問題についての正しい理解と認識を深めるため、公民館・学校や社会教育関係

職員及び社会教育関係団体指導者などの、関係機関・団体等と連携した学習機会の

充実を図る。

（２）様々な人々の人権意識の向上に努めるとともに、人権教育を担う人材の育成を図る。

（３）地域の実情を踏まえた学習教材の充実や学習内容、方法の工夫改善を図る。

（４）多様性を尊重し合う共生社会づくりを目指し、計画的な啓発活動や取組を図る。
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重点３ 地域社会・家庭の教育力の向上

１．地域社会と連携した青少年教育の推進

（１）心身ともに健やかで、豊かな心を持った青少年を育成するため、地域社会全体で子

どもを育てる環境づくりに対する支援の充実を図る。

（２）地域全体で未来を担う子ども達の学びや成長を支えるため、地域と学校とが連携・

協働した活動を推進する。

２．家庭教育の充実

（１）豊かな心をはぐくむ家庭の教育力を高めるため、家庭教育に関する学習機会の提供

や支援を図る。

（２）ＰＴＡ活動などへの積極的な参加を促進する。

5



重点４ 文化芸術の振興

１．文化芸術活動の促進

（１）生活にうるおいと喜びをもたらし、豊かな人間性をはぐくむため、伝統文化の理解

と継承、文化芸術の創作活動など地域における多様な文化活動を促進する。

（２）活動拠点や発表の場となる社会教育施設の活用を支援する。

（３）町内あるいは与謝野町に縁のある文化活動を行っている団体や個人との連携を

図る。

２．文化芸術に親しむ機会等の充実

（１）関係機関・団体との連携を強化し、文化芸術活動に関する情報や、優れた文化芸術

に親しむ機会等を提供する。

（２）与謝野町にゆかりの与謝蕪村や与謝野鉄幹・晶子等を顕彰するとともに、江山文庫

を中核とした俳句・短歌等を活かしまちづくりを推進する。
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重点５ 文化財の保存と活用

１．文化財の保存と活用

（１）文化財の調査を行い、所有者の理解と協力を得てあらゆる分野の文化財の把握に努

める。また把握した文化財の中からより文化財的な価値が高いものを抽出し、その

価値を明らかにするための調査・研究に努める。

（２）文化財を保存し、次世代に継承するため、文化財の適切な保存・維持管理の体制・

制度の整備を進めるとともに、高い文化財的価値を持つことが明らかになったもの

については文化財の新規指定を進める。また重要文化財・旧尾藤家住宅をはじめと

する加悦伝統的建造物群保存地区の建造物や町内各所に点在する美術工芸品を災害

や盗難から防ぐための取り組みに努める。

（３）学校教育現場を通じて児童生徒に文化財の価値を伝えるとともに住民対象の文化財

講座などを行い、文化財の情報発信と学ぶ場の提供を推進する。

（４）文化財を利用・見学しやすい環境を整備するとともに見学コース・ツアーの企画と

提供に努める。整備された遺跡や重要伝統的建造物群保存地区のは民間組織による

活用事業への支援を行い、地域の誇りと愛着を生む文化財を輝かせることに努める。

（５）文化財を支える人材・組織を育成するため、住民をはじめ有志が自発的に学び、

情報共有できる場の整備に努める。文化財ガイド養成も含んだ文化財講座を行う。

２．文化財関連施設の活用

（１）三河内郷土資料室・加悦椿文化資料館・古墳公園などの文化財関連施設の特色を活

かした歴史文化の発信と理解を推進する。

（２）町の将来人口等も踏まえた適切な文化財関連施設の配置について検討を進める。
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重点６ 生涯スポーツの振興

１ スポーツを親しむ機会の充実

（１）町民一人ひとりが年齢や適性に応じたスポーツ活動に親しむため、各種スポーツ団

体の活動を支援する。

（２）スポーツ推進委員考案の「与謝野ひまわり体操」やニュースポーツの普及など、健

康増進活動を推進するとともに、活動を担う人材を育成する。

（３）スポーツを通した健康増進や交流等が出来るようなスポーツイベントを実施・支援

する。

２ スポーツの競技力向上

（１）子どもの体力・運動能力の向上を図るため、ジュニアスポーツ団体や学校、地

域、関係団体等と連携・協力したスポーツ環境づくりを推進する。

（２）町民に夢と感動を与える競技スポーツを振興するため、競技団体を支援する。

（３）競技力の向上・競技人口の増加のため、優れた指導者を育成する。

３．社会体育施設の活用

（１）屋外体育施設、屋内体育施設の適切な維持管理を行う。

（２）町の将来人口等も踏まえた適切な社会教育施設の配置について検討を進める。
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